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航空旅客運賃割引

心身障害児（者）施設入所児（者）等旅費助成
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① 精神通院医療

③ 育成医療

② 更生医療
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携帯電話の基本使用料金等割引
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臓器機能障害者等旅費助成
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②申請します
1．利用したいサービスについて、市
町村の福祉課へ申請書を提出します。

2．申請後、調査員が自宅等を訪問し、
心身の状況等をお聞きします。

その際には、かかりつけ医に『医師意

見書』を書いてい頂く場合があります。

①まずは相談
1．各市町村の福祉課か相談支援事業所
へ行き、相談支援専門員 （相談にのっ
てくれる専門家）に相談しましょう。

２．相談支援事業所がどこにあるかわか
らない場合は、各市町村の福祉課や施設
の人へお尋ね下さい。

困ったなぁ
どうすれば
いいの？

相談支援専門員が
お手伝いします。

障害者自立支援法が改正され、平成24年4月からサービスを利用す
る時に『サービス等利用計画書』の作成が義務づけられました。

お気軽に「相談支援専門員」にご相談下さい。

ご相談は無料です。

③「サービス等利用計画案」を作ります
相談支援専門員が『サービス等利用計画案』（い
つ、どのサービスをどのくらい使うか予定表）を
作ります。（自分で作成する事もできます）

⑤市町村が支給決定します

サービス担当者会議をします。

④障害程度区分が認定されます
１．あなたの障害程度区分（必要なサービスのめ
やすが決まります。

２．障害程度区分が書かれた「受給者証」が届き
ますので、確認しましょう。

⑥決定した「サービス等利用計画」を

作ります。
相談支援専門員が正式な「サービス等利用

計画」を作ります

⑦契約
１．事業所が決定したら、事業

者と契約をします。

２．契約等の説明後、名前を書

いて判を押します。

⑧サービス利用を開始します
サービス等利用計画にそってサービスを利用し

ます。

⑨モニタリング
サービスを利用してどうだったか振り返ってみ

ます。
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就労移行支援 就労継続支援Ｂ型

相談支援事業

自立訓練 生活介護 日中一時支援 地域活動支援センター

施設入所支援 グループホーム短期入所

「どんな事業所があるのかな？」「どんな内容なのかな？」 

様々な事業所がありますので、上の図を参考に各事業所紹介をご覧くだ

さい。 

また、福祉サービスの利用の仕方や生活の事など、お気軽に相談支援

事業所へご相談ください。 

〜日中活動の場所〜

〜 〜住まい

〜 〜働く

〜 〜療育（児童）

障害児通所支援

〜相談〜
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社会参加と自立した生活を目指します　
　本人、保護者と話し合いながら、個別の支援計画を作成
し、関係機関との協力連携をとりながら自立した生活を地
域社会において営むことが出来るよう支援しています。

社会参加と自立した生活を目指します　
　本人、保護者と話し合いながら、個別の支援計画を作成
し、関係機関との協力連携をとりながら自立した生活を地
域社会において営むことが出来るよう支援しています。

事
業
所
紹
介

26 27



事
業
所
紹
介

26 27



事
業
所
紹
介

28 29



事
業
所
紹
介

28 29



事
業
所
紹
介

30 31



MAIL：emi-taki@po2.synapse.ne.jp
HP：http://www2.synapse.ne.jp/takinosono/index.html
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ダイエーむかい
クリニック

TSUTAYA

ココ

文
伊津部小

「障害を持つ人」を表す新しい米語 the 
challenged で挑戦するチャンスを与えら
れた人という意味を持っています。障害を
マイナスのみにとらえるのではなく、自分
のため、社会のためにポジティブに活かし
て行こうという想いを込めたことばです。

相談日時：月 〜 金　 午前 9：00 〜 午後 5：00

チャレンジドとは……
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　のぞみ園は、子育て支援の施設です。
子育ての中で、「育てにくさ」「気になる
こと」など、ひとりで悩まずお気軽にご相
談ください!!

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
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野菜栽培

リサイクル
活動

買い物体験 散策（ウォーキ
ング）

食事会

調理実習 生活技術 レクリエー
ション
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＊同行援護も行なっています。   

内容 身体 知的 精神 児童 

重度訪問介護 ○ ○ ○ ○ 

居宅介護 ○ ○ ○ ○ 

 
＊同行援護も行なっています。 

内容 身体 知的 精神 児童 

重度訪問介護 ○ ○ ○ ○ 

居宅介護 ○ ○ ○ ○ 
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奄美地区地域自立支援協議会

平成 24 年３月発行

事務局：奄美市役所福祉政策課内
TEL：0997 ー 52 ー 1111（内線 1625）

（奄美市・大和村・龍郷町・宇検村・瀬戸内町）

編集・発行

絵：みかさん　タイトル：地域活動支援センターゆらいメンバーに協力いただきました。




